
 

 

 

【本送信票を含む １枚】 

 

                                               令和６年 12月 17日 

 

佐渡スポーツハウス 児童プールの営業を再開しました 

 

佐渡スポーツハウスの児童プールについて、基準値を超える一般細菌が検出されたため、 

12 月 13 日（金）から臨時休館としていましたが、安全が確認できたため、12 月 17 日（火）   

13：00から営業を再開しました。 

日頃ご利用いただいている皆さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんでした。どうぞ

ご利用ください。 

 

 

佐渡市報道資料 

本件についての問い合わせ先 

佐渡市教育委員会社会教育課 

担当：髙橋 

電話（直通）0259-58-7356 

 


